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法
学
研
究
　
第
七
十
八
巻

（
平
成
＋
七
年
憩
聖

総
目
次

論
　
　
説

法学研究第78巻総目次

法
学
部
史
の
一
断
面
ー
シ
ュ
テ
ル
ン
ベ
ル
ク
と
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
ー
…

中
国
共
産
党
の
人
民
代
表
大
会
に
対
す
る
領
導
の
実
態
と
そ
の
限
界
：

ニ
ク
ソ
ン
シ
ョ
ッ
ク
と
日
本
の
対
応

　
－
日
本
政
府
（
外
務
省
）
・
自
民
党
の
対
中
国
接
近
政
策
の
失
敗
に
関
す
る
考
察
1
・

ス
イ
ス
民
事
訴
訟
法
と
訴
訟
終
了
宣
言
・

犯
罪
捜
査
と
D
N
A
型
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
・

司
法
権
に
つ
い
て
・

第
一
回
普
選
と
政
党
の
選
挙
ポ
ス
タ
ー
・

道
州
制
と
最
近
の
連
邦
制
を
め
ぐ
る
動
き
・

基
本
権
の
私
人
間
効
力
・
再
論
・
・

道
徳
立
法
と
文
化
闘
争
・

　
ー
ア
メ
リ
カ
最
高
裁
に
お
け
る
ソ
ド
ミ
ー
処
罰
法
関
連
判
例
を
素
材
に
ー

号
　
　
頁

：
一
　
　
一
宮
　
澤

・
一
　
宅
　
加
　
茂

五五五四三三二一

浩
　
一

具
　
樹

／～　三三　　　　　 三　　　　　 六

三九一一五一一七
駒小大玉筑安坂増
村山沢井間冨原田
圭　秀　正　正
吾剛介清泰潔夫弘
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宇
宙
の
軍
備
管
理
の
現
状
・

　
1
商
用
衛
星
に
対
す
る
中
立
法
規
適
用
の
可
能
性
－

人
間
の
尊
厳
論
の
「
原
点
」
と
「
現
点
」

韓
国
初
期
憲
法
思
想
と
社
会
民
主
主
義
・

有
名
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
写
真
報
道
の
自
由
・
再
考
：
・

　
1
欧
州
人
権
裁
判
所
モ
ナ
コ
・
カ
ロ
リ
ー
ヌ
王
女
事
件
判
決
の
ド
イ
ツ
に
対
す
る
影
響
ー

建
築
基
準
法
上
の
二
項
道
路
と
救
済
…
・

　
1
改
正
行
政
事
件
訴
訟
法
と
行
政
不
服
審
査
法
を
め
ぐ
っ
て
1

欧
州
公
共
圏
へ
の
課
題
・

　
1
憲
法
条
約
起
草
過
程
お
よ
び
参
加
型
民
主
主
義
の
分
析
を
通
し
て
ー

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
外
国
銀
行
規
制
：
：

　
ー
内
国
民
待
遇
と
平
等
原
則
を
中
心
に
1

表
現
の
自
由
の
「
理
論
」
に
お
け
る
原
理
基
底
論
の
現
状
：

年
金
財
政
の
現
状
と
問
題
点
（
一
）

国
際
経
済
統
合
に
お
け
る
正
統
性
と
民
主
主
義
に
関
す
る
法
制
度
的
考
察

　
I
W
T
O
と
E
U
l
…

年
金
財
政
の
現
状
と
間
題
点
（
一
丁
完
）

共
通
善
の
政
治
学
－
西
洋
政
治
思
想
の
伝
統
と
し
て
！
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：

国
際
政
治
と
国
家
…

「
国
際
連
合
」
の
起
源

　
－
戦
後
構
想
を
め
ぐ
る
英
米
関
係
、
一
九
四
一
年
ー
…

五
茜
五
青
木
節
子

五　五　五

四　一　ノ～
三　．五　九

鈴國青

木分柳

秀典幸

美子一

五
　
毛
一
　
田

村
　
泰
　
俊

五
　
究
七
　
安
　
江

則
　
子

五
…
］
渡
井
理
佳
子

六　五

ノ＼，　四
⊂⊃　一

麻小

生林

良伸

文一

ノ～　七　七∫　六

三三　　　五
二二二　一　 ノ～　一

田菊麻庄

中池生司

　理良克

宏夫文宏

ノ～

細
　
谷
　
雄
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公
的
年
金
制
度
の
役
割
・
…
・

募
集
株
式
の
発
行
等
に
お
け
る
公
正
な
払
込
金
額
・
・

民
法
九
七
条
・
五
二
六
条
に
お
け
る
基
本
的
問
題
の
設
定

　
ー
基
本
的
問
題
の
提
起
（
基
本
的
態
度
決
定
）
1
…
…
：

四
つ
の
可
能
な
中
国
共
産
党
史
ー
党
史
研
究
上
の
諸
戦
略
1

↓
プ
O
O
一
哺
仁
ω
δ
5
0
ら
℃
O
≦
曾
一
P
一
プ
Φ
O
一
9
・
：
　
・

解
除
の
対
第
三
者
効
力
論
（
一
）

　
i
売
主
保
護
の
法
的
手
段
と
そ
の
対
第
三
者
効
1
…
：

研
究
ノ
ー
ト

労
働
審
判
法
の
成
立
・
・

「
物
上
代
位
と
相
殺
の
優
劣
」
に
お
け
る
適
用
規
範
論

　
ー
そ
の
存
在
理
由
に
対
す
る
疑
念
を
起
点
と
し
て
ー

資
　
　
料

日
本
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
拾
頭
・

ヴ
ァ
レ
ン
タ
イ
ン
・
ペ
ト
ロ
リ
ア
ム
・
ア
ン
ド
・
ケ
ミ
カ
ル
対
A
I
D
事
件

　
ー
ア
メ
リ
カ
仲
裁
協
会
仲
裁
判
断
ー
・

海
外
投
資
保
険
金
請
求
事
件
（
一
）

　
1
在
外
米
系
企
業
国
有
化
の
紛
争
処
理
事
例
ー

九
　
酉
一
麻
　
生

・
九
　
　
一
杉
　
田

手一トo
一一一十

ノ～

：
主

貴良

洋文

内
池
慶
四
郎

高
　
橋
　
伸
　
夫

増
　
山
　
幹
　
高

武
　
川
　
幸
　
嗣

四　　　　二

三　　　 九

水斎　石

津藤　川

太和

郎夫　明

二二六　 四

　
　
T
・
A
・
ビ
ッ
ソ
ン

四
五　

　
内
山
秀
夫
／
訳

三　七
五　七

櫻櫻

井井

雅雅

夫夫
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海
外
投
資
保
険
金
請
求
事
件
（
二
・
完
）

　
1
在
外
米
系
企
業
国
有
化
の
紛
争
処
理
事
例
ー

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
法
第
六
章
（
性
犯
罪
）
の
改
正
に
つ
い
て

橋
本
清
之
助
遺
稿
・
…
・
…

〔
商
法
〕

　
四
四
九

　
四
五
〇

四
五
一

四
五
二

四
五
三

四
五
四

四
五
五

四
五
六

四
五
七

判
例
研
究

新
株
発
行
不
存
在
確
認
の
訴
え
に
お
け
る
新
株
発
行
の
実
体
の
有
無

議
決
権
行
使
の
代
理
人
を
株
主
に
限
定
す
る
定
款
規
定
の
効
力
と
私
製
委
任
状
の
受
取
り

を
拒
否
す
る
こ
と
の
適
否

株
主
総
会
に
お
い
て
賛
否
の
数
を
集
計
し
て
明
示
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
決
議
取
消
事
由

と
は
な
ら
な
い
と
し
た
事
例

商
法
二
六
条
一
項
に
よ
っ
て
営
業
譲
受
人
の
責
任
が
認
め
ら
れ
た
事
例

歯
を
再
石
灰
化
す
る
効
果
を
有
す
る
ガ
ム
に
関
す
る
比
較
広
告
中
の
表
示
が
不
正
競
争
防

止
法
二
条
一
項
ご
二
号
所
定
の
品
質
等
誤
認
表
示
及
び
同
一
四
号
所
定
の
虚
偽
事
実
の
陳

述
流
布
に
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例

い
わ
ゆ
る
私
製
手
形
に
よ
る
手
形
訴
訟
が
手
形
制
度
お
よ
び
手
形
訴
訟
制
度
の
濫
用
（
悪

用
）
と
し
て
却
下
さ
れ
た
事
例

株
主
代
表
訴
訟
の
係
属
中
に
、
株
式
交
換
に
よ
り
被
告
取
締
役
の
属
す
る
会
社
の
株
主
の

地
位
を
喪
失
し
た
場
合
、
原
告
適
格
を
欠
く
と
し
て
訴
え
が
却
下
さ
れ
た
事
例

有
限
会
社
に
お
い
て
、
持
分
譲
渡
に
伴
わ
ず
に
生
じ
た
「
失
念
持
分
」
の
帰
属
先

ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
場
屋
営
業
性
と
好
意
で
駐
車
を
許
容
し
た
自
動
車
の
盗
難
に
関
す

る
責
任

七
　
五
九
　
櫻
　
井
　
雅
　
夫

十／～

九五
奥坂

一二三四プく

二
七藍七

九

5
九

田
　
　
　
仁

　
健
太
郎

：
商
法
研
究
会

鈴
木
千
佳
子

横
　
尾

加
　
藤

今
　
泉
　
邦

亘修子

奎
諏
訪
野
　
大

七
宅
高
田
晴
仁

九　　 ノ～十占

ノ～六 五

七三五
来山南

隅
　
基
　
秀

本
爲
三
郎

住
野
　
　
究
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四
五
八

四
五
九

政
治
献
金
と
相
互
会
社
の
権
利
能
力
・
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務

一
人
株
主
が
会
社
の
経
営
を
事
実
上
掌
握
し
て
い
る
場
合
に
名
目
的
代
表
取
締
役
は
会
社

に
対
し
て
は
善
菅
注
意
義
務
・
監
視
監
督
義
務
の
責
任
を
負
わ
な
い
と
さ
れ
た
事
例

十十

九一
宮
　
島
　
　
　
司

鈴
木
千
佳
子

〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
〕

三
九
〇

三
九
｝

三
九
二

三
九
三

三
九
四

三
九
五

平
一
六
－

昭
三
一
4

平
一
七
－

平
一
六
2

平
一
六
3

平
一
七
2

（
最
高
裁
民
集
五
八
巻
五
号
一
七
四
四
頁
）

（
最
高
裁
民
集
一
〇
巻
四
号
三
六
七
頁
）

（
最
高
裁
民
集
五
八
巻
八
号
二
三
九
三
頁
）

（
最
高
裁
民
集
五
八
巻
五
号
一
二
二
五
頁
）

（
最
高
裁
民
集
五
八
巻
五
号
二
二
一
九
頁
）

（
民
集
五
九
巻
一
号
一
頁
）

十
一十ノ～七二二一

四九七九八二：二八二二五七　：
小川春三堀櫻良
　　　　　　事原嶋日木竹本訴
　　偉　馨
将隆知浩　正研
　　　　　　究照憲郎一学樹会

法学研究第78巻総目次

〔
下
級
審
民
訴
事
例
研
究
〕

　
　
　
東
京
高
裁
平
成
一
五
年
七
月
二
九
日
判
決
（
平
成
一
四
年
（
ネ
）
五
〇
三
九
号
損
害
賠
償
請
求

　
2
　
控
訴
事
件
）
（
判
例
時
報
一
八
三
八
号
六
九
頁
）

　
5
　
原
審
　
千
葉
地
裁
八
日
市
場
支
部
平
成
一
四
年
八
月
三
〇
日
判
決
（
判
例
時
報
一
八
三
八
号
七

　
　
　
六
頁
）

〔
民
集
未
登
載
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
〕

　
　
　
支
払
保
証
委
託
契
約
を
締
結
す
る
方
法
に
よ
り
強
制
執
行
停
止
の
担
保
が
立
て
ら
れ
た
場
合
に

　
　
　
お
い
て
同
契
約
締
結
の
際
に
さ
れ
た
定
期
預
金
の
払
戻
請
求
権
に
対
し
て
転
付
命
令
を
得
た
同

　
n
　
契
約
の
当
事
者
以
外
の
第
三
者
が
担
保
の
取
消
し
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
の
可
否

　
　
　
最
高
裁
平
成
一
五
年
三
月
一
四
日
第
二
小
法
廷
決
定
（
最
高
裁
平
一
四
（
許
）
第
三
二
号
）
担

　
　
　
保
取
消
申
立
て
却
下
決
定
に
対
す
る
許
可
抗
告
事
件
、
判
例
時
報
一
八
二
九
号
七
六
頁
。

：
民
事
訴
訟
法
研
究
会

三
　
会
　
春

日
偉
知
郎

：
民
事
訴
訟
法
研
究
会

四
三
一
三
木
浩
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121314

一
　
県
が
漁
業
協
同
組
合
と
の
間
で
漁
業
補
償
交
渉
を
す
る
際
の
手
持
ち
資
料
と
し
て
作
成
し

た
補
償
額
算
定
調
書
中
の
文
書
提
出
命
令
申
立
人
に
係
る
補
償
見
積
額
が
記
載
さ
れ
た
部
分
が

民
訴
法
二
二
〇
条
四
号
ロ
所
定
の
文
書
に
該
当
す
る
と
さ
れ
た
事
例

二
　
民
訴
法
二
二
〇
条
四
号
ロ
に
該
当
す
る
文
書
と
同
条
三
号
に
基
づ
く
提
出
義
務

非
訟
事
件
の
裁
判
を
行
な
っ
た
裁
判
所
が
同
裁
判
の
確
定
後
に
こ
れ
を
職
権
に
よ
り
取
り
消
し

叉
は
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

定
期
金
の
給
付
を
命
ず
る
仮
処
分
の
執
行
と
民
事
保
全
法
四
三
条
二
項

債
権
差
押
命
令
に
対
す
る
執
行
抗
告
棄
却
決
定
に
対
す
る
許
可
抗
告
事
件
　
平
成
一
七
年
一
月

二
〇
日
最
高
裁
第
一
小
法
廷
決
定
（
最
高
裁
平
｝
六
（
許
）
第
二
六
号
）

（
判
例
時
報
一
八
八
八
号
九
一
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
ニ
七
五
号
↓
四
三
頁
、
金
融
法
務
事
情

一
七
四
四
号
五
四
頁
）

六
空
渡
辺
森
児

九
　
菖
　
坂
　
原
　
正
　
夫

生
　
　
七
八
　
石
　
渡

哲
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紹
介
と
批
評

奥
健
太
郎
著

　
『
昭
和
戦
前
期
立
憲
政
友
会
の
研
究
ー
党
内
派
閥
の
分
析
を
中
心
に
i
』

田
中
俊
郎
・
庄
司
克
宏
編
『
E
U
と
市
民
』

石
川
明
編
集
代
表

　
『
国
際
経
済
法
と
地
域
協
カ
ー
櫻
井
雅
夫
先
生
古
希
記
念
論
集
1
』

岩
村
正
史
著

　
『
戦
前
日
本
人
の
対
ド
イ
ツ
意
識
』

大
濱
し
の
ぶ
著

　
『
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
ー
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
展
開
ー
』

壺
　
黒
　
澤

良

七
≡
望
月
康
恵

ノ～

九
三
吉
村
祥
子

：
士
蔓
澤
田
次

：
主
宅
田
村

郎

真
　
弓



特
別
記
事

新
井
誠
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

岩
村
正
史
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

宗
田
貴
行
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

佐
々
木
寿
美
君
学
位
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